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【
提

出

議

題】

藤
垣

幸
徳
氏

(

栗
野
地
区)

議
長
の
も
と
議
案
全
て
承
認
い
た

だ
き
盛
会
に
終
わ
り
ま
し
た
。

◆
第
１
号
議
案

令
和
４
年
度
事
業
報
告
書
の
承
認
に
つ
い
て

◆
第
２
号
議
案

令
和
５
年
度
事
業
計
画
書
の
承
認
に
つ
い
て

◆
第
３
号
議
案

令
和
５
年
度
役
員
報
酬
の
決
定
に
つ
い
て

◆
第
４
号
議
案

令
和
５
年
度
中
借
入
金
の
最
高
限
度
額
決

定
に
つ
い
て

◆
第
５
号
議
案

令
和
５
年
度
中
１
組
合
員
に
対
す
る
貸
付

金
の
最
高
限
度
決
定
に
つ
い
て

◆
第
６
号
議
案

令
和
５
年
度
余
裕
金
預
け
入
れ
先
決
定
に
つ
い

て

総
代
の
皆
様
に
は
御
忙
し
い
中
、
ご
出
席
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

総
代
総
数

２
０
０
名

本
人
出
席
者

１
０
１
名

書
面
議
決
書

６
６
名

委
任
状

１
名

第２１回通常総代会 開催

令和５年８月２４日（木）午前９時３０分より、栗野中央公民館に於いて、第２１回通

常総代会が開催され、全６議案が原案通り可決されました。
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令和４年度　決算報告

鹿児島県森林組合連合会

模範作業員表彰

現業職員 松井 昭悟

藤垣 幸徳 議長

理事・監事 一同

　Ⅰ　　当期未処分剰余金

　Ⅱ　任意積立金取崩額

　機械購入積立金

Ⅲ 　剰余金処分額

　　１.法定準備金

　　２.任意積立金

　施設整備等積立金

　損失補填積立金

　Ⅳ　次期繰越剰余金

内　訳積算内訳 小　計

26,000,000

Ⅳ　令和４年度　剰余金処分案

30,496,759

2,000,000

35,103,768

科　　　目

15,985,768

合　計

（単位：円）

4,607,009

19,118,000

 当期剰余金の1/5以上 2,496,759

Ⅰ　

1

2

Ⅱ　

1

2

3

4

5

6

7

Ⅲ　

1

2

Ⅳ

1

2

16,672,585

3,699,866

11,250,351当 期 剰 余 金

5,446,400

3,675,700

事 業 外 損 益

法人税・住民税及び事業税

15,985,768

特 別 損 益

税 引 前 当 期 利 益 16,696,751

180,124

特 別 損 失

事 業 利 益

当 期 未 処 分 剰 余 金

25,518,803

前 期 繰 越 剰 余 金 4,735,417

積立金取崩額（目的内）

38,376,563

経 常 損 益

事 業 管 理 費 計

経 常 利 益

特 別 損 益

特 別 利 益

旅 費 ・ 交 通 費

88,037,099

35,283,643

人 件 費

合　　　　計

施 設 費

事 業 外 費 用

400,349,139

24,166

事 業 管 理 費

▲ 21,703,978

164,754,505

2,142,776

雑 費

諸 税 負 担 金

事 業 外 収 益

126,377,942

565,103,644

8,833,869

事 業 総 損 益

事 業 総 収 益

事 務 費

591,335

事 業 総 利 益

科 目

事 業 総 費 用

1,073,936

13,579,665

業 務 費

令和４年７月１日から令和５年６月３０日まで

Ⅲ　損　益　計　算　書
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組　合　長　挨　拶

組合員の皆様には、日頃より組合事業運営につ

きまして、深いご理解とご支援をいただきまして心

より感謝申し上げます。

九州では、2023年に中国木材が熊本県八代市に

企業立地を致しております。その後、年間30万立

方の原木を消費する大型製材工場が稼働する事

を受け、販売体制を強化する為、工場に原木の安

定供給を続けるよう、一組合だけでなく、共同で体

制を作り、参加できないかと模索しているところで

あります。事業計画は320億円とも言われ、九州で

は、これが、最後の木材団地になるのではないかと思われます。また、八代か

ら50キロ以内での木材流通と言われておるところですが、湧水町まで76キロで

すので、どうにか湧水町から八代市へ木材を運搬できないかと考えております。

今後の状況を見ますと、どのような方法で、どのように進めていかなければ

ならないか、民間の事業者と対等に事業を進めていかなければなりません。

それに十分な覚悟と、それに対応できる体制が必要となって参ります。

令和４年度の森林組合の成果は、前年度以上の成果となりました。これも一

重に組合員の皆様のご協力の賜物であります。事業計画の目標達成に向け

て、役職員一丸となり、より一層取組んで参ります。今後ともご支援、ご協力を

お願いいたします。

代表理事組合長

長崎 薫
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苗木・椎茸種駒の注文　始まっています

新職員を紹介します

現業職員を募集します

令和６年春植え 苗木・椎茸種駒注文の時期になりまし

た。
スギ → １２１円 （２５本束 ３，０２５円）

クヌギ → １１０円 （２５本束 ２，７５０円）

ヒノキ → １０４円 （２５本束 ２，７５０円）

椎茸種駒

森の２９０ → １，０００個 ４，７３０円

５００個 ２，６４０円

※ 原材料及び諸経費の急騰により価格変更となりました。

※ 1,000個と 500個入りのみの販売です。

※ すべて税込み価格です。

令和5年6月より、現業職員として入組しました。

全くの初心者で慣れない現場ではありましたが、

先輩の指導の下、仕事にも慣れ、毎日楽しく仕

事をしています。

少しでも早く組合員の皆様や地域に貢献できるよ

う頑張ります。

業務内容 ： 林内現場作業全般

就業時間 ： 8：20 ～ 17：00
☆ 未経験者大歓迎 ☆

※ 必要な資格は、採用後取得できます。

面接は随時行っております。

詳しくは、総務課までお問合せください。

0995-74-2130

現業職員 行船 学

※ すべて税込み価格です。
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ホームページ開設しました

森林組合大会開催しました

北姶良森林組合のホームページが開設し

ています。

組合員向け各種書類のダウンロードができ

より分かりやすくなっております。

季節の行事などもアップされ、地域に根付

いた森林組合を目指します。

今後共より一層のご活用をよろしくお願い

いたします。

「森林組合法」が昭和５３年１０月２日に施行されたことを記念して

「森林組合の日」となっています。

森林組合の日に伴い、今年度も１０月６日（金）まるおかさくら館に

て、健康講話、救急講習の後に、神事を執り行い、職員の無事故や

森林組合の活動がスムーズにいくように厳かな雰囲気の中、祈願

いたしました。

kitaaisin.com

アドレスはこちら
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総代改選について

現在の総代２００名は、令和６年３月３１日を以て改選となり

ます。

組合の意思決定機関として、年に1度、総代会を開催してお

り、総代会に出席して議決権を行使する方々を総代として選出

しています。 総代の定数は２００名で、組合員の中から選出す

ることになっています。

組合員より委嘱した選挙管理者・開票管理者

投票管理者・投票立会人が公開の場で厳正な

抽選を実施し、総代候補者（２００人）を選定し

決定しております。

組合員の皆様のご協力をいただく形となっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

横川 ６１名

牧園 ５２名

栗野 ６３名

吉松 ２４名

合計２００名

各地区総代人数
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買取事業について

今、あなたは

次のように

思っていませんか。

○県外や県内の木材業者が

「木を売ってください。」と来られるので、売ろうと

思っている。

○年を取り、山の手入れが出来なくなったので、

山を手放そうと思っている。

○子供たちも「山はいらない」と言っているので

売ろうと思っている。

そう思っている方は「ぜひ」森林組合に相談してください。

○森林組合では次のような仕事をしています。
（組合員の皆様と条件が合えば）

①立木の購入

②伐採・地拵え

③植林（ご負担なし）

④５年間の下払い

⑤そして組合員にお返しいたします。

２年前から本格的に始まった当組合の

買取り事業ですが、申込みが非常に多く、

人員不足の問題もありお待ちいただいて

いる状況です。

申込み順（現場により前後する場合あ

り）に対応させていただいております。

なお、買取事業については、土地込み

の買取りではなく、立木を組合が購入、

主伐（全部伐る）し、苗を植え、５年間下

刈り等、組合で育て５年後に山主様に

土地をお戻しをする流れとなっております。

※５年間の期間を設けておりますが、補

助事業を活用するので、苗の発育（高さ

３ｍになるまでなど）状況によっては早めに返却となる場合もあります。

詳しい事は、担当者までお尋ねください。

人員不足の観点から、他業者様が主伐（全部伐る）をされた山について、

組合での植林は致しかねます。

あくまでも、当組合が主伐した場合のみ植林となります。

お待たせしてしまい申し訳ございませんが、ご理解とご了承のほどよろしくお

願いいたします。

買取事業の流れ

①山林相談 ➁山林の調査 ③契約（金額が

合えば）

④主伐 ⑤植林 ⑥下刈り等（５年間） ⑦返却
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隼人共販所 木材相場表　1228回（R5.11.20）

組合員名義・住所変更

名義変更により山を相続された方は、

組合員の変更の手続きも併せてお願い

いたします。

・組合員が亡くなった。

・山を手放した方。

・住所が変わった

・組合員を息子等に譲りたい。 など・・・

各種手続きには所定の用紙がございま

す。

ホームページからもダウンロードできま

す。

ご不明な点、手続きの際は、総務課ま

でお尋ねください。

：0995-74-2130

・山林用チップソー

３，３８０円（税込）

竹・笹・つる草・カズラ・ス

スキ等、硬貨草木の刈

払いができます。

・デゾレートAZ粒剤（５kg）
；

３，４１０ 円（税込）

3月からが効果大です。

撒くだけ簡単、雑草を根か

ら枯らす

※ 購入には認め印が必

要です。

購 買 品

樹種 長級 径　級 曲　り 径　級 小　曲 中値（直）

　3～13 10,000 　3～13 10,000 10,000
14～16 13,200 14 13,200 13,200

18 13,200 16～18 14,000 14,000
20～22 14,900 20～22 15,900 15,900
24～28 15,200 24～28 16,100 16,100
30上 12,000 30上 17,500 17,500
36上 36上

　3～12 9,500 　3～11 10,100 10,100
13 13,500 12～13 13,500 13,500
14 16,800 14 21,000 21,000

16～18 16,900～18,000 16～18 20,000 20,500
20～22 16,900～17,900 20～22 17,900 18,400
24～28 16,900～17,900 24～28 19,000 19,100
30上 17,700 30上 19,000 20,200
36上 18,100 36上 20,000 21,000

　3～11 9,000 　3～13 10,500 10,500
12～14 10,500 14 13,000 13,000
16～18 11,600 16～18 14,600 15,100
20～22 11,600 20～22 14,600 15,000
24～28 12,700 24～28 14,300 15,000
30～34 11,000 30～34 12,500 13,000
36～38 11,000 36～38 12,500 13,000
40上 9,000 40上 12,000 12,500

　3～11 10,800 　3～11 11,900 11,900
12～14 14,800 12～14 15,700 15,700
16～18 11,600 16～18 13,200 13,900
20～22 11,600 20～22 13,500 14,800
24～28 11,800 24～28 13,800 14,700
30～34 11,500 30～34 13,700 14,200
36～38 11,400 36～38 12,700 13,500
40上 10,400 40上 11,300 11,700
50上 10,500 50上 11,700 13,000

す
　
　
　
　
　
ぎ

3.0

4.0

ひ
　
の
　
き

4.0

3.0

樹　種 単位 平均単価

ス　ギ ㎥ 11,800

ヒノキ ㎥ 17,100

その他　広 ㎥

計 ㎥ 12,700

2,725

3,383

650

8

売上材積
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